
【表紙】
 

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長殿

【提出日】 平成28年９月７日提出

【発行者名】 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　山口　裕之

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目２番16号

【事務連絡者氏名】 生稲　博美

【電話番号】 03-5290-3429

【届出の対象とした募集（売出）内国

投資信託受益証券に係るファンドの

名称】

りそな中国Ａ株５０ファンド

【届出の対象とした募集（売出）内国

投資信託受益証券の金額】
募集額　3,000億円を上限とします。
 

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成28年５月20日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）につきまし

て、当ファンドが予定しております繰上償還の手続き開始に伴い、訂正すべき事項がありましたので、

これを訂正するものであります。
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２【訂正の内容】

原届出書の該当情報を以下の内容に訂正します。

※下線部　　　　　は訂正内容を示します。
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第一部【証券情報】
　

（７）【申込期間】

＜訂正前＞

継続申込期間　平成28年５月21日から平成29年５月22日までです。

※継続申込期間は上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。

＜訂正後＞

継続申込期間　平成28年５月21日から平成29年５月22日までです。

※当ファンドは、信託約款の規定に基づき、平成28年12月８日に繰上償還を行う予定です。

繰上償還を行うこととなった場合には、継続申込期間を平成28年10月12日までとし、以降の申込

期間の更新は行いません。

 

（１２）【その他】

以下の記載内容に更新・訂正いたします。

 

＜更新・訂正後＞

①申込証拠金

　　　ありません。

②日本以外の地域における発行

　　　ありません。

③振替受益権について

当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前記「(１１)振替機関に関する事項」に

記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前記「(１１)振替機関に関する事項」に

記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

 

 

≪繰上償還（予定）のお知らせ≫

 

当ファンドは平成22年２月24日より運用を開始しましたが、受益権総口数が信託約款で定める口

数（30億口）を下回っていることや、中国の法制度の不透明さ等から、平成28年12月８日をもって

繰上償還することといたしました。

 

なお、当ファンドの繰上償還に伴い、「損保ジャパン・グレーターチャイナ・マザーファンド」

につきましても、当マザーファンドを投資対象とするファンドがなくなるため、平成28年11月14日

に繰上償還します。

 

＜今後の手続きと日程＞

・受益者の確定　　　　　　　　平成28年９月８日

・書面による議決権行使の期限　平成28年10月11日

・書面による決議の日　　　　　平成28年10月12日

・繰上償還日　　　　　　　　　平成28年12月８日

 

※ 繰上償還することとなった場合、「換金申込の受付」は、平成28年11月９日以降停止する予定

です。なお、「購入申込の受付」は、現在停止中であり、本手続き開始以降も引き続き受付を

停止します。
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本繰上償還は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上の賛成により可決

されます。

上記の議決権口数による賛成を得られず、本書面決議が否決された場合は、繰上償還は行いませ

ん。この場合、速やかに受益者の皆様にお知らせいたします。

繰上償還の決定につきましては、弊社ホームページにてご確認いただけます。

 

第二部【ファンド情報】
　

第１【ファンドの状況】
　

１【ファンドの性格】

（３）【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

（略）

③　委託会社等の概況

(ⅰ)資本金の額　 1,550百万円　（平成28年２月末現在）

（略）

(ⅲ)大株主の状況（平成28年２月末現在）

（略）

＜訂正後＞

（略）

③　委託会社等の概況

(ⅰ)資本金の額　 1,550百万円　（平成28年６月末現在）

（略）

(ⅲ)大株主の状況（平成28年６月末現在）

（略）

 

２【投資方針】

（３）【運用体制】

＜訂正前＞

（略）

　※平成28年４月１日現在のものであり、今後変更されることもあります。

＜訂正後＞

（略）

　※平成28年６月末現在のものであり、今後変更されることもあります。
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３【投資リスク】

＜訂正前＞

（略）

＜リスクの管理体制＞

（略）

（注）上図は、平成28年４月１日現在のものであり、今後変更されることもあります。

（略）

＜訂正後＞

（略）

＜リスクの管理体制＞

（略）

（注）上図は、平成28年６月末現在のものであり、今後変更されることもあります。

（略）

 

４【手数料等及び税金】

（５）【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

（略）

※　上記は平成28年２月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される

場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めしま

す。

＜訂正後＞

（略）

※　上記は平成28年６月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される

場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めしま

す。

 

第２【管理及び運営】
　

３【資産管理等の概要】

（３）【信託期間】

＜訂正前＞

　平成32年２月24日までとします。ただし、この信託期間中に信託約款第40条第１項および第２

項、第42条第１項、第43条第１項および第45条第２項に規定する事由が生じた場合には、この信

託を終了させることができます。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であ

ると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。

＜訂正後＞

　平成32年２月24日までとします。ただし、この信託期間中に信託約款第40条第１項および第２

項、第42条第１項、第43条第１項および第45条第２項に規定する事由が生じた場合には、この信

託を終了させることができます。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であ

ると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。

※「第一部 証券情報 （１２）その他」に記載の通り、繰上償還を行うこととなった場合には、

信託期間は平成28年12月８日までとなります。
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第三部【委託会社等の情報】
　

第１【委託会社等の概況】
　

１【委託会社等の概況】

＜訂正前＞

（１）資本金の額（平成28年２月末現在）

（略）

（２）会社の機構（平成28年４月１日現在）

（略）

＜訂正後＞

（１）資本金の額（平成28年６月末現在）

（略）

（２）会社の機構（平成28年６月末現在）

（略）

 

２【事業の内容及び営業の概況】

＜訂正前＞

（略）

　委託会社の運用する投資信託（親投資信託を除きます。）は平成28年２月末現在、計120本（追

加型株式投資信託102本、単位型株式投資信託17本、単位型公社債投資信託１本）であり、その純

資産総額の合計は655,348百万円です。

＜訂正後＞

（略）

　委託会社の運用する投資信託（親投資信託を除きます。）は平成28年６月末現在、計131本（追

加型株式投資信託108本、単位型株式投資信託18本、単位型公社債投資信託５本）であり、その純

資産総額の合計は676,268百万円です。
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３【委託会社等の経理状況】

以下の記載内容に更新・訂正いたします。

 

＜更新・訂正後＞

 

１．委託会社である損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」とい

う。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和３８年大蔵

省令第５９号。以下「財務諸表等規則」という。）、ならびに同規則第２条の規定に基づき、

「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成１９年内閣府令第５２号）により作成しておりま

す。

 

２．委託会社は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、事業年度（平成２７年４

月１日から平成２８年３月３１日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監

査を受けております。
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（１）【貸借対照表】

  
前事業年度

（平成27年３月31日）
当事業年度

（平成28年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

１　現金・預金   3,896,094  4,375,837

２　前払費用   94,024  81,218

３　未収委託者報酬   814,705  754,788

４　未収運用受託報酬   319,881  521,498

５　未収収益   107  149

６　繰延税金資産   85,853  137,932

７　その他   84  421

流動資産合計   5,210,750  5,871,846

Ⅱ　固定資産      

１　有形固定資産      

(1）建物 ＊１  45,249  37,899

(2）器具備品 ＊１  12,797  13,712

有形固定資産合計   58,046  51,612

２　無形固定資産      

(1）電話加入権   4,535  4,535

無形固定資産合計   4,535  4,535

３　投資その他の資産      

(1）投資有価証券   135,587  128,043

(2）関係会社株式   122  －

(3）長期差入保証金   161,636  161,598

(4）繰延税金資産   132,485  133,008

(5）その他   29  29

投資その他の資産合計   429,859  422,678

固定資産合計   492,441  478,826

資産合計   5,703,191  6,350,672
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前事業年度

（平成27年３月31日）
当事業年度

（平成28年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

１　預り金   126,101  3,485

２　未払金      

(1）未払配当金 ＊２ －  500,000  

(2）未払手数料  391,115  333,031  

(3）その他未払金  107,030 498,145 107,732 940,764

３　未払費用   387,091  429,958

４　未払消費税等   211,457  71,725

５　未払法人税等   583,342  346,936

６　前受収益   47,207  26,746

７　賞与引当金   54,235  58,159

８　役員賞与引当金   11,400  9,600

流動負債合計   1,918,981  1,887,376

Ⅱ　固定負債      

１　退職給付引当金   64,308  75,674

２　資産除去債務   7,760  7,898

固定負債合計   72,068  83,572

負債合計   1,991,050  1,970,949

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１　資本金   1,550,000  1,550,000

２　資本剰余金      

(1）資本準備金   413,280  413,280

資本剰余金合計   413,280  413,280

３　利益剰余金      

(1）その他利益剰余金      

繰越利益剰余金   1,750,324  2,424,248

利益剰余金合計   1,750,324  2,424,248

株主資本合計   3,713,604  4,387,528

Ⅱ　評価・換算差額等      

１　その他有価証券評価差額
金

  △ 1,462  △ 7,804

評価・換算差額等合計   △ 1,462  △ 7,804

純資産合計   3,712,141  4,379,723

負債・純資産合計   5,703,191  6,350,672
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（２）【損益計算書】

  
前事業年度

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

当事業年度
（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業収益      

１　委託者報酬  6,931,318  7,038,975  

２　運用受託報酬  2,410,937 9,342,256 2,535,301 9,574,276

Ⅱ　営業費用      

１　支払手数料  3,520,626  3,508,448  

２　広告宣伝費  23,637  16,724  

３　公告費  4,180  610  

４　調査費  1,890,482  2,046,339  

(1）調査費  594,023  622,284  

(2）委託調査費  1,292,599  1,420,590  

(3）図書費  3,859  3,465  

５　営業雑経費  191,429  182,596  

(1）通信費  21,613  17,360  

(2）印刷費  158,297  151,371  

(3）諸会費  11,518 5,630,355 13,864 5,754,719

Ⅲ　一般管理費      

１　給料  1,260,113  1,299,501  

(1）役員報酬  109,183  83,689  

(2）給料・手当  1,045,995  1,107,914  

(3）賞与  104,933  107,897  

２　福利厚生費  102,817  109,923  

３　交際費  10,360  11,516  

４　寄付金  200  300  

５　旅費交通費  37,768  38,774  

６　法人事業税  18,444  29,306  

７　租税公課  8,301  7,391  

８　不動産賃借料  227,534  214,575  

９　退職給付費用  34,819  47,701  

10　賞与引当金繰入  54,235  58,159  
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前事業年度

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

当事業年度
（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

11　役員賞与引当金繰入  11,400  9,600  

12　固定資産減価償却費  14,237  13,042  

13　諸経費  183,804 1,964,036 205,813 2,045,605

営業利益   1,747,864  1,773,952

Ⅳ　営業外収益      

１　受取配当金  2,211  90  

２　受取利息  464  657  

３　有価証券売却益  1,139  19  

４　有価証券償還益  18,285  －  

５　為替差益  2,259  －  

６　雑益  3,746 28,107 6,407 7,173

Ⅴ　営業外費用      

１　為替差損  －  100  

２　雑損  221 221 0 100

経常利益   1,775,751  1,781,026

Ⅵ　特別利益      

１　子会社清算益 ＊１ 124,873 124,873 － －

Ⅶ　特別損失      

１　固定資産除却損 ＊２ 31 31 663 663

税引前当期純利益   1,900,593  1,780,362

法人税、住民税及び事業
税

  702,469  659,040

法人税等調整額   △ 43,579  △ 52,602

当期純利益   1,241,702  1,173,924
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（３）【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成26年４月１日　　至　平成27年３月31日）

 （単位：千円）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

当期首残高 1,550,000 413,280 413,280 1,515,658 1,515,658 3,478,938

当期変動額       

剰余金の配当    △ 1,007,036 △ 1,007,036 △ 1,007,036

当期純利益    1,241,702 1,241,702 1,241,702

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

      

当期変動額合計 － － － 234,666 234,666 234,666

当期末残高 1,550,000 413,280 413,280 1,750,324 1,750,324 3,713,604

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

   

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

   

当期首残高 11,764 11,764 3,490,702    

当期変動額       

剰余金の配当   △ 1,007,036    

当期純利益   1,241,702    

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

△ 13,227 △ 13,227 △ 13,227    

当期変動額合計 △ 13,227 △ 13,227 221,438    

当期末残高 △ 1,462 △ 1,462 3,712,141    
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当事業年度（自　平成27年４月１日　　至　平成28年３月31日）

 

 （単位：千円）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益
剰余金

当期首残高 1,550,000 413,280 413,280 1,750,324 1,750,324 3,713,604

当期変動額       

剰余金の配当    △ 500,000 △ 500,000 △ 500,000

当期純利益    1,173,924 1,173,924 1,173,924

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

      

当期変動額合計 － － － 673,924 673,924 673,924

当期末残高 1,550,000 413,280 413,280 2,424,248 2,424,248 4,387,528

 

 

評価・換算差額等

純資産合計

   

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

   

当期首残高 △ 1,462 △ 1,462 3,712,141    

当期変動額       

剰余金の配当   △ 500,000    

当期純利益   1,173,924    

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）

△ 6,342 △ 6,342 △ 6,342    

当期変動額合計 △ 6,342 △ 6,342 667,582    

当期末残高 △ 7,804 △ 7,804 4,379,723    
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重要な会計方針

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2）その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法より算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　15年

器具備品　　　　　３～20年

(2）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。

４．引当金の計上基準

(1）賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

(2）役員賞与引当金

役員賞与の支給に充てるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における要支給額を計上しております。

退職給付債務の計算に当たっては、「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第25号）に定める簡便法によっております。

５．消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しております。

 

（未適用の会計基準等）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28

日）

(1）概要

繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の

回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を５つに分類し、当該分類

に応じて繰延税金資産の計上額を見積る枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて

必要な見直しが行われております。

① （分類１）から（分類５）に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い

② （分類２）及び（分類３）に係る分類の要件

③ （分類２）に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取

扱い
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④ （分類３）に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可

能期間に関する取扱い

⑤ （分類４）に係る分類の要件を満たす企業が（分類２）又は（分類３）に該当する場合の

取扱い

(2）適用予定日

平成29年３月期の期首より適用予定であります。

(3）当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当事業年度の財務諸表の作成時において評価中であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

＊１．有形固定資産の減価償却累計額は、次のとおりであります。

  前事業年度
（平成27年３月31日）

当事業年度
（平成28年３月31日）

 建物 64,817千円 72,167千円

 器具備品 46,725 44,838

 

＊２．関係会社項目

関係会社に対する負債は、次のとおりであります。

  前事業年度
（平成27年３月31日）

当事業年度
（平成28年３月31日）

 未払金   

 未払配当金 －千円 500,000千円

 

（損益計算書関係）

＊１．特別利益の子会社清算益の内容は、次のとおりであります。

  前事業年度
（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

当事業年度
（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

  

米国の100％子会社であっ
た TACT ASSET MANAGEMENT
INC.の清算結了によるもので
あります。

－

 

＊２．固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

  前事業年度
（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

当事業年度
（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

 器具備品 31千円 663千円
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（株主資本等変動計算書関係）

 

前事業年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

 

１．発行済株式に関する事項

株式の種類
当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

普通株式 24,085株 －株 －株 24,085株

 

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４．剰余金の配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の
総額

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成26年６月25日
定時株主総会

普通株式 407,036千円 16,900円 平成26年３月31日 平成26年６月26日

平成27年３月27日
臨時株主総会

普通株式 600,000千円 24,911円 平成26年３月31日 平成27年３月31日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。

 

当事業年度（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

 

１．発行済株式に関する事項

株式の種類
当事業年度
期首株式数

当事業年度
増加株式数

当事業年度
減少株式数

当事業年度末
株式数

普通株式 24,085株 －株 －株 24,085株

 

２．自己株式に関する事項

該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
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４．剰余金の配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の
種類

配当金の
総額

１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成28年３月29日
取締役会

普通株式 500,000千円 20,759円 平成27年３月31日 平成28年３月31日

 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　該当事項はありません。

 

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

当社では、主として短期的な預金及び一部の有価証券によって運用しており、経営として許容で

きる範囲内にリスクを制御するよう、適切に資産運用を行っております。

(2）金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評

価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒

されております。

(3）金融商品に係るリスク管理体制

当社では、短期的な預金について、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

価格変動リスクについては、四半期ごとに時価の状況等を把握し、当該状況については資産運用

管理規程に従い、経理担当部が取締役会等へ報告し、適切に管理を行っております。

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前

提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握

することが極めて困難と認められるものは含めておりません（注２．参照）。

 

前事業年度（平成27年３月31日）

   （単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1）現金・預金 3,896,094 3,896,094 －

(2）投資有価証券    

その他有価証券 119,837 119,837 －

資産計 4,015,931 4,015,931 －

(1）未払法人税等 583,342 583,342 －

負債計 583,342 583,342 －
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当事業年度（平成28年３月31日）

   （単位：千円）

 貸借対照表計上額 時価 差額

(1）現金・預金 4,375,837 4,375,837 －

(2）投資有価証券    

その他有価証券 112,293 112,293 －

資産計 4,488,131 4,488,131 －

(1）未払法人税等 346,936 346,936 －

負債計 346,936 346,936 －

 

注１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項

資　　産

(1）現金・預金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。

(2）投資有価証券

時価については、公表されている基準価額または取引金融機関等から提示された基準価額に

よっております。

負　　債

(1）未払法人税等

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお

ります。

 

注２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

  （単位：千円）

区分
前事業年度

（平成27年３月31日）
当事業年度

（平成28年３月31日）

非上場株式 15,750 15,750

関係会社株式 122 －

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、

「(2）投資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。

また、関係会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることか

ら、時価開示の対象としておりません。
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注３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

 

前事業年度（平成27年３月31日）

    （単位：千円）

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

(1）預金 3,896,001 － － －

(2）投資有価証券     

その他有価証券のうち
満期があるもの     

株式 － － － －

債券 － － － －

その他 － 1,316 118,520 －

合計 3,896,001 1,316 118,520 －

 

当事業年度（平成28年３月31日）

    （単位：千円）

 １年以内
１年超
５年以内

５年超
10年以内

10年超

(1）預金 4,375,515 － － －

(2）投資有価証券     

その他有価証券のうち
満期があるもの

    

株式 － － － －

債券 － － － －

その他 － 96 112,197 －

合計 4,375,515 96 112,197 －

 

注４．社債、新株予約権付社債及び長期借入金の決算日後の返済予定額

該当事項はありません。

 

（有価証券関係）

１．売買目的有価証券

該当事項はありません。

 

２．満期保有目的の債券

該当事項はありません。

 

３．子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式　122千円）は、市場

価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
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４．その他有価証券で時価のあるもの

前事業年度（平成27年３月31日）

    （単位：千円）

 種類 貸借対照表計上額 取得原価 差　額

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 1,217 1,200 17

小 計 1,217 1,200 17

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 118,619 120,100 △ 1,480

小 計 118,619 120,100 △ 1,480

合計 119,837 121,300 △ 1,462

 

当事業年度（平成28年３月31日）

    （単位：千円）

 種類 貸借対照表計上額 取得原価 差　額

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小 計 － － －

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 112,293 120,098 △ 7,804

小 計 112,293 120,098 △ 7,804

合計 112,293 120,098 △ 7,804

 

５．売却したその他有価証券

前事業年度（自　平成26年４月１日　　至　平成27年３月31日）

   （単位：千円）

種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 42,174 1,171 31

合計 42,174 1,171 31
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当事業年度（自　平成27年４月１日　　至　平成28年３月31日）

   （単位：千円）

種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 1,419 22 2

合計 1,419 22 2

 

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

前事業年度（自　平成26年４月１日　　至　平成27年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要（出向受入者に対する出向元への退職金負担額を除く。）

当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用してお

ります。

退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた

一時金を支給しております。

なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して

おります。

 

２．簡便法を適用した確定給付制度

(1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

 退職給付引当金の期首残高 59,903 千円

 退職給付費用 13,437  

 退職給付の支払額 9,032  

 退職給付引当金の期末残高 64,308  

 

(2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

 非積立型制度の退職給付債務 64,308 千円

 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 64,308  

    

 退職給付引当金 64,308  

 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 64,308  

 

(3）退職給付に係る負債

 簡便法で計算した退職給付費用 13,437 千円

 

３．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、10,316千円でありました。
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当事業年度（自　平成27年４月１日　　至　平成28年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要（出向受入者に対する出向元への退職金負担額を除く。）

当社は、従業員の退職給付に充てるため、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用してお

ります。

退職一時金制度（非積立型制度であります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた

一時金を支給しております。

なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して

おります。

 

２．簡便法を適用した確定給付制度

(1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

 退職給付引当金の期首残高 64,308 千円

 退職給付費用 17,374  

 退職給付の支払額 6,008  

 退職給付引当金の期末残高 75,674  

 

(2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

 非積立型制度の退職給付債務 75,674 千円

 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 75,674  

    

 退職給付引当金 75,674  

 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 75,674  

 

(3）退職給付に係る負債

 簡便法で計算した退職給付費用 17,374 千円

 

３．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、10,921千円でありました。

 

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

  前事業年度
（平成27年３月31日）

当事業年度
（平成28年３月31日）

 繰延税金資産   

 ソフトウェア損金算入限度超過額 112,543千円 110,523千円

 未払費用否認 25,132 88,021

 退職給付引当金 20,839 23,200

 未払事業税 41,100 22,641

 賞与引当金 17,930 17,947

 繰延資産損金算入限度超過額 － 7,634

 その他 4,758 6,579

 繰延税金資産小計 222,305 276,547

 評価性引当額 △ 3,071 △ 4,900

 繰延税金資産合計 219,234 271,647

    

 繰延税金負債   

 固定資産除去価額 △ 896 △ 707

 繰延税金負債合計 △ 896 △ 707

 繰延税金資産の純額 218,338 270,940

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異

の原因となった主要な項目別の内訳

 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以

下であるため注記を省略しております。

 

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成２８年法律第１５号）及び「地方税等の一部を改正す

る等の法律」（平成２８年法律第１３号）が平成２８年３月２９日に国会で成立し、平成２８年４月

１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引き下げが行われることとなりました。これに伴い、

繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の33.1％から平成２８年４月１

日に開始する事業年度及び平成２９年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異につ

いては30.9％に、平成３０年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異について

は、30.6％になります。

その税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は19,903千円減

少し、法人税等調整額が同額増加しております。
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（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

１．当該資産除去債務の概要

本社事務所の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

２．当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.7％～1.8％を使用して資産除去債務の金額を計

算しております。

３．当該資産除去債務の総額の増減

  前事業年度
(自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日)

当事業年度
(自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日)

 期首残高 7,625千円 7,760千円

 時の経過による調整額 135 137

 期末残高 7,760 7,898

 

（セグメント情報等）

セグメント情報

当社は、投資運用事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

関連情報

前事業年度（自　平成26年４月１日　　至　平成27年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えているため、記載を省略して

おります。

(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えている

ため、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占めるものがないため、記載を

省略しております。
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当事業年度（自　平成27年４月１日　　至　平成28年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）営業収益

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えているため、記載を省略して

おります。

(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えている

ため、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占めるものがないため、記載を

省略しております。
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（関連当事者情報）

１．関連当事者との取引

(1）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等

記載すべき重要な取引はありません。

 

(2）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

記載すべき重要な取引はありません。

 

(3）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会

社等

前事業年度（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

種類 会社等の名称 所在地
資本金

（千円）
事業の内容

議決権等

の所有

（被所有）

割合

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

同一の

親会社を

持つ会社

損保ジャパン日

本興亜ひまわり

生命保険

株式会社

東京都

新宿区
17,250,000 生命保険業 －

投資顧問契約に基づく

資産運用の一任

（注１）

運用受託報

酬の受取り
188,089

未収運

用受託

報酬

102,679

同一の

親会社を

持つ会社

損保ジャパン日

本興亜ＤＣ証券

株式会社

東京都

新宿区
3,000,000

確定拠出

年金業
－

投資信託に係る事務代

行の委託等（注２）

投資信託代

行手数料の

支払い

371,167
未払手

数料
92,290

注１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

（注１）　運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。

（注２）　代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。

 

当事業年度（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

種類 会社等の名称 所在地
資本金

（千円）
事業の内容

議決権等

の所有

（被所有）

割合

関連当事者との関係 取引の内容
取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

同一の

親会社を

持つ会社

損保ジャパン日

本興亜ひまわり

生命保険

株式会社

東京都

新宿区
17,250,000 生命保険業 －

投資顧問契約に基づく

資産運用の一任

（注１）

運用受託報

酬の受取り
189,203

未収運

用受託

報酬

101,258

同一の

親会社を

持つ会社

損保ジャパン日

本興亜ＤＣ証券

株式会社

東京都

新宿区
3,000,000

確定拠出

年金業
－

投資信託に係る事務代

行の委託等（注２）

投資信託代

行手数料の

支払い

407,134
未払手

数料
86,317

注１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件ないし取引条件の決定方針等

（注１）　運用受託報酬の受取りについては、一般的取引条件によっております。

（注２）　代行手数料の支払いについては、一般的取引条件によっております。

 

(4）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等との取引はありません。
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２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1）親会社情報

損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社　（東京証券取引所に上場）

 

(2）重要な関連会社の要約財務情報

関連会社はありません。

 

（１株当たり情報）

 
前事業年度

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

当事業年度
（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

１株当たり純資産額 154,126.69円 181,844.45円

１株当たり当期純利益金額 51,555.01円 48,740.88円

 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

当事業年度
（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

当期純利益（千円） 1,241,702 1,173,924

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,241,702 1,173,924

期中平均株式数（株） 24,085 24,085

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

以下の記載内容に更新・訂正いたします。

 

＜更新・訂正後＞

(１)受託会社

①　名称

　株式会社りそな銀行（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）

 

②　資本金の額

　279,928百万円（平成28年３月末現在）

 

③　事業の内容

　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律（兼営

法）に基づき信託業務を営んでいます。

 

＜再信託受託会社の概要＞

名称　　　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

資本金の額　　　：51,000百万円（平成28年３月末現在）

事業の内容　　　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に

関する法律（兼営法）に基づき信託業務を営んでいます。

再信託の目的　　：原信託契約に係る信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会

社から再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会

社）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管す

ることを目的とします。

 

(２)販売会社

（単位：百万円、平成28年３月末現在）

名　称 資本金の額 事業の内容

株式会社近畿大阪銀行 38,971
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

株式会社埼玉りそな銀行 70,000

株式会社りそな銀行 279,928

銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金

融機関の信託業務の兼営に関する法律（兼

営法）に基づき信託業務を営んでいます。
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独立監査人の監査報告書
 

  平成２８年６月３日

損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社  

 取締役会　御中   

 

 新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 
 
公認会計士 小　澤　裕　治　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 
 
公認会計士 羽　柴　則　央　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社の平成２７年
４月１日から平成２８年３月３１日までの第３１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
 
財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するための
ものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する
ために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用
した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸
表の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
 
監査意見
　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社の平成２８年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　　上
 

（注）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別
途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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